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江東区校庭遊び場事業実施要綱 

平成１７年４月１日 

１７江教生生第４８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、江東区立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校（以

下「学校等」という。）の園庭及び校庭（以下「校庭等」という。）並びに

体育館及び図書館等の特別教室（以下「施設」という。）を学校教育に支障

のない範囲で幼児、児童又は生徒に使用させる校庭遊び場事業を行うに当た

り必要な事項を定めることにより、江東区に居住する幼児、児童及び生徒の

身近で安全な遊び場を確保することを目的とする。 

（実施場所） 

第２条 校庭遊び場事業（以下「事業」という。）を実施する場所は、江東区

教育委員会（以下「教育委員会」という。）の指定を受けた学校等の校庭等

及び施設とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、校庭遊び場事業運営委員会（以下「運営委員会」

という。）は、特別の事情があると認めるときは、事業の実施場所を変更す

ることができる。 

（実施日及び実施時間） 

第３条 事業の実施日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日とする。ただし、校長又は園長が認め

る場合は、この限りでない。 

２ 事業の実施時間は、運営委員会が別に定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、運営委員会は、特別の事情があると認めると

きは、事業の実施日若しくは実施時間を変更し、又は事業を中止することが

できる。 

（利用者） 

第４条 事業の利用者は、幼児、児童又は生徒とする。ただし、幼児にあって

は、保護者の付添いがない場合は、事業を利用することができない。 

（運営委員会の設置） 

第５条 事業を実施する学校等は、運営委員会を設置しなければならない。 
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（運営委員会の所掌事務） 

第６条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 事業の年間計画に関すること。 

(2) 校庭遊び場指導員（以下「指導員」という。）の推薦及び配置計画に関

すること。 

(3) 事業に必要な遊具等の整備に関すること。 

(4) 事業の利用方法に関すること。 

(5) 事業の周知及び宣伝に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、運営委員会が必要と認める事項 

（運営委員会の組織） 

第７条 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する５名以上の者をも

って構成する。 

(1) 当該学校等の園長、副園長、校長、副校長又は生活指導主任 

(2) 当該学校等の通学区域（小学校、中学校及び義務教育学校にあっては江

東区立学校通学区域に関する規則（昭和５９年６月江東区教育委員会規則

第２号）第２条に定める通学区域をいい、幼稚園にあっては当該幼稚園が

所在する地域をいう。以下同じ。）の青少年委員又はスポーツ推進委員 

(3) 当該学校等の保護者代表 

(4) 当該学校等の地域学校協働活動推進員 

(5) 当該学校等の通学区域の青少年対策地区委員 

(6) 当該学校等の通学区域の町会又は自治会の代表 

(7) 当該学校等の通学区域の青少年団体の代表 

（運営委員会の運営） 

第８条 委員長は、運営委員会を招集し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は

他の方法で意見を聴くことができる。 
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（実施校の指定） 

第９条 運営委員会は、事業を実施しようとするときは、教育委員会に申請し、

事業を実施する学校等として指定を受けなければならない。 

（指導員） 

第１０条 運営委員会は、事業実施時間中は、実施場所に指導員を配置しなけ

ればならない。 

２ 指導員は、運営委員会が適当であると認める者を推薦し、教育委員会が委

嘱する。 

（指導員の職務） 

第１１条 指導員は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 利用者の事故防止及び健全な遊びの指導 

(2) 施設の開閉並びに運動具の貸出し及び保管 

(3) 利用者の出入りの確認 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次

長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

  

3



 

校庭遊び場事業運営委員会会則基準 

 

 （名称及び事務局） 

第１条  本会は、江東区立○○○小学校校庭遊び場事業運営委員会と称し、

事務局を江東区○○○丁目○番○号○○○小学校に置く。 

 

 （目的） 

第２条 本会は、江東区校庭遊び場事業実施要綱に基づき，江東区内の幼児・

児童・生徒、青少年団体の健全育成を図るため、地域の遊び場、スポ

ーツ活動の場として学校施設を開放し、その運営をより効果的に果た

すため、地域社会の力を結集し、もって青少年の余暇の善用に資する

ことを目的とする。 

 

 （実施事項） 

第３条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施する。 

    １  校庭遊び場の年間計画に関すること 

    ２  校庭遊び場指導員の委嘱及び配置計画に関すること 

    ３  校庭遊び場に必要な遊具等の整備に関すること 

    ４  校庭遊び場の利用方法に関すること 

    ５  校庭遊び場の周知・宣伝に関すること 

    ６  その他、利用者の健全育成について必要なこと 

 

 （委員） 

第４条  本会の委員は、次に掲げるものをもって構成する。 

    １  当該学校の校長、副校長 

    ２  当該学校の生活指導主任 

    ３  当該学区域の青少年委員及びスポーツ推進委員 

    ４  当該学校のＰＴＡの代表 

    ５  地区内の青少年対策地区委員 

    ６  町会・自治会の代表 
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    ７  青少年団体の代表 

    ８  その他、必要と認めたもの 

 委員の任期は、１年間とする。但し、再任を妨げない。 

 

 

 

 （役員） 

第５条  本会に次の役員をおく。 

    １  委 員 長     １名 

    ２  副 委 員 長     ２名 

    ３  事務担当者     １名 

 

 （選任及び掌理事項） 

第６条 役員の選任及び掌理事項は次による。 

    １  委員長、副委員長、事務担当者は委員の互選により選任する。 

    ２  委員長は、本会を代表し、会務を掌理する。 

    ３  副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務

を代行する。 

    ４  事務担当者は、運営委員会において必要な事務に従事する。 

 

 （委員会） 

第７条 運営委員会は、委員長が招集し、本会の事業実施に関する基本計画を

協議・決定する。 

 

 （会則の変更） 

第８条 本会の会則の変更は委員会の議決による。 

 

 

附則   この会則は、○○○○年○月○日から施行する。 

 

5



校庭遊び場実施にあたって 

１．指導員について 

＜指導員の職務＞ 

◎指導員は運営委員会委員長の指示により、次の職務を行う。 

（１）開放時間中における利用者への「安全な運動と健全な遊び」の指導 

（２）開放場所についての設備の管理と保全 

（３）開放時における運動具の点検と保全、及び貸出しと管理 

（４）利用者の事故防止に関する知識の習得と、こどもへの適切な指示 

（５）利用者の事故発生時の応急処置と、運営委員会委員長への早急な報告 

（６）開放日誌、報告書等の作成 

（７）その他運営委員会委員長が必要と定めたこと 

 

＜従事時間＞ 

◎校庭遊び場事業運営委員会が定めた、実施時間とする。 

 

＜遵守事項＞ 

◎指導員は、校庭遊び場事業の従事にあたり、次のことを行う。 

（１）開放前及び開放後、学校職員に連絡又は報告をすること。 

（２）実施時間中、実施場所を巡回し、常に正常な利用が行われるよう努め

ること。 

（３）実施時間中の利用者の事故発生時は、応急処置をした上で、運営委員

会委員長へ早急に事故報告を行う。また、かならず保護者へ状況を報

告し、受傷の様子により医師に手当てを受けるなど適切な措置を取る

こと。運営委員会委員長は事故の軽重にかかわらず教育委員会担当者

への事故報告を行うこと。 

 

２．熱中症対策 

 ◎熱中症の危険があるような暑い日の実施には十分ご注意ください。中止す 

るか否かの判断は各校の運営委員会にてお願いいたします。 
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 ◎判断基準の一つとして、「暑さ指数（WBGT）」がございます。教育委員

会では、暑さ指数が31以上の場合は原則野外活動は中止にするよう、環境

省からの通知を学校に送っています。 

 

３．感染症対策のお願い 

◎平時においては特段の制限は行わないが、引き続き以下の感染症対策を行

う。 

（１）手洗い等の手指衛生上の指導 

（２）咳エチケットの指導 

（３）児童・指導員等の体調管理 

 ※発熱等の普段と異なる症状がある場合には無理をして活動しないよう

児童・保護者・指導員等関係者に周知・呼びかけを行う。 

 （４）換気の確保 

   ※体育館等の屋内で実施する場合、気候上可能な場合は常時、困難な場

合はこまめに２方向の窓を同時に開けて行う。 

 

４．事故発生時の対応 

◎校庭遊び場実施時、かつ実施場所において、利用者及び指導員に事故が発

生した時は、適切な応急処置（別紙２ 16ページ以降参照）をした上で、運営

委員会委員長・保護者へ早急に事故報告し、受傷の様子により医師の手当を受

ける等の対応をお願いいたします。 

 

＜提出書類＞ 

校庭遊び場実施時における事故発生報告書（様式８※表裏） 

・応急処置後に医療機関にかかった場合は、速やかに地域学習支援係あてに

事故発生報告書の提出をお願いします。 

・運営委員会委員長又は担当者は、事故の軽重にかかわらず、地域学習支援

係担当者へご一報ください。なお、救急車を呼んだ場合には、早急にご一

報ください。 
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＜保険請求について＞ 

・校庭遊び場事業に安心して参加していただくため、「校庭遊び場事業災害

補償保険」に加入しています。※詳しくは15ページを参照 

・保険の適用可否については、事故発生報告書をもとに地域教育課から保険

会社に照会します。 

 

＜緊急連絡先について＞ 

・「校庭遊び場事業緊急連絡先一覧」を20ページに掲載していますので、

必要に応じて連絡先を追加してください。 

・地域学習支援係への提出は不要です。 
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校庭遊び場事業 事務手続きについて 

校庭遊び場事業の実施にあたり、必要な事務手続きになります。下記の手順

に従って、それぞれ提出期限までにご提出ください。 

１．実施申請  ★提出期限：令和６年６月７日（金） 

◎以下の書類提出をもって、実施するものとします。 

（１）校庭遊び場事業運営計画・校庭遊び場運営委員会名簿（様式１表裏） 

 ・表裏の印刷ですので、記入漏れのないようにご注意ください。 

 

（２）校庭遊び場指導員名簿（様式２） 

 ・指導員の氏名をご記入ください。 

・提出期限までに今年度の指導員が確定しない場合は、決まっている方の

分のみ先にご提出ください。 

・提出後に新たに指導員となる方がいる場合は、追加分の名簿をその都度

ご提出ください。 

 

（３）支払金口座振替依頼書（様式３）【変更がある場合のみ】 

・振込口座や委員長名義等の変更があった場合のみ、ご提出ください。 

・口座名義は、校庭遊び場運営委員会委員長名義で作成ください。やむを

得ず、作成できない場合は担当者にご相談ください。 
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２．指導員謝礼請求 ★提出期限：実施月の翌月 5 日まで 

◎謝礼金について 

 

■１日に５時間以上指導員として従事した場合 ⇒ 全日＝１回 3,000 円 

■１日に５時間未満指導員として従事した場合 ⇒ 半日＝１回 1,500 円 

■１回の開放における請求上限金額 ⇒ 1 回 6,000 円 

 

※半日の場合は、午前と午後で分けて実施した場合のみ 4 名分請求可能。 

※同一時間帯に３名以上従事した場合は、２名分のみ請求可能。 

例）10:00～15:00 の開放日に２名の方が通して従事した場合 

  ⇒（全日）一人あたり 3,000 円、１日の合計金額 6,000 円 

10:00～15:00 の開放日に午前２名、午後２名の方が従事した場合 

    ⇒（半日）一人あたり 1,500 円、１日の合計金額 6,000 円 

 

◎提出書類 

（１）校庭遊び場利用状況及び指導員配置報告書（様式４） 

・開放時は、基本的に指導員２名での対応でお願いします。 

 

（２）委任状（様式５） 

 ・スタンプ印・サイン・拇印による押印では受付できません。ただし、外

国人の指導員のみ、サインをもって押印とみなす事が可能です。 

・委任状の訂正・削除は、訂正・削除する方の「本人印」です。 

・委任状における委任者は、校庭遊び場利用状況及び指導員配置報告書

（様式４）の指導員と同じであることをご確認ください。 
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・委任状は、個々の請求等の手続きを軽減するために、指導員謝礼の請求

と受領の権限を運営委員会委員長に委任するものです。手続き後、委員

長口座に一括納入された謝礼を各指導員の方にお渡しください。 

 

（３）請求書（様式６） 

・請求書の訂正・削除は、すべて「委員長印（私印使用）」です。 

・請求金額の訂正はできません。請求金額を修正する場合は、請求書を新

たに作り直す必要があります。 

 

３．書類作成上の注意点 

・書類の記入は、必ずボールペンでご記入ください。鉛筆・シャープペン、

消せるボールペンは使用不可です。 

・不備がある場合に担当者様へご連絡する場合があります。書類のコピーを

とり、運営委員会で保管してください。 

 

４．消耗品注文 

・事務用品や遊具等を６月・１０月に２回注文できます。提出期限までに、

様式７をご提出ください。 

・各校の請求を集約し、一括購入するため、納入は約１か月後になります。 

 

◎提出書類 

校庭遊び場事務用品等購入希望書（様式７） 

 

◎提出期限 

前期：６月７日(金)   ※納品日：７月中旬予定 

後期：１０月４日(金)  ※納品日：１１月中旬予定 
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◎配当額について 

 

■小学校配当額 ⇒ １校あたり年額１４，０００円 

■幼稚園配当額 ⇒ １園あたり年額 ５，０００円 

■購入できるもの⇒ 遊具・体育用品・救急薬品・事務用品 等 

 

◎注意点について 

・一括購入のため、期限は厳守してください。  

・品名・メーカー・規格・数量は、ご希望のものを詳細にお知らせくださ

い。メーカー等の指定がない場合は、予算額内のものをこちらで探して

発注いたします。 

・商品によってはご希望に添えず、別メーカーの代替品となる可能性があ

ります。代替不可のものがある場合は、その旨を購入希望書にご記入く

ださい。 

・当区の取引業者に発注しますので、100 円均一やインターネット等の

通販サイトと同一品を同一価格で購入することはできません。代替品の

購入価格が通販サイトを上回る場合があります。 

 

５．各書類の提出方法・提出先 

◎提出方法 

文書交換便、または持参（メール提出不可） 

※文書交換便…学校と区役所との文書連絡手段。費用負担なし。 

※各書類は、手書き又はデータ入力どちらでも可能です。 
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◎提出先 

文書交換便宛先：地域教育課地域学習支援係 

窓口：江東区役所 ６階９番窓口 

 

◎お問合せ・連絡先 

江東区教育委員会事務局 地域教育課地域学習支援係 

TEL : 03-3647-9676（直通）  

Mail：583210＠city.koto.lg.jp 

  ※事務てびき等は、区ホームページにも掲載しています。 
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校庭遊び場事業 事務 FAQ 

◎各校ご担当者様からのよくあるお問合せになります。その他ご不明な点が

ございましたら、いつでも地域学習支援係までご連絡ください。 

 

 質問 回答 

書
類 

「指導員名簿（様式２）」を提

出後に、新しく指導員に割り当

てた方がいます。名簿はどうし

たらよいですか？ 

 

追加分のみ様式２にご記入のうえ、ご提

出ください。 

参加児童の名簿を作成する必要

がありますか？（参加児童の氏

名や連絡先を把握しておく必要

がありますか？） 

各校の運営委員会で必要と判断された場

合は作成ください。 

 

手書きではなく、データ入力し

たものを提出してもいいです

か？ 

はい、問題ありません。 

※押印が必要な書類もございますので、

ご注意ください。 

実
施
時 

準備中（または実施中）に突然

雨が降り出し、中止にしまし

た。報告書や謝礼金の請求はど

のようにしたらいいですか？ 

中止するまでに指導員が少しでも従事し

た場合は、謝礼請求可能です。通常通り

実施した場合と同様に書類作成をお願い

します。 

なお、中止した場合は報告書（様式４）

の特記事項にその旨をご記載ください。 

消
耗
品
注
文 

年に２回ある消耗品注文です

が、前期のみ（または後期の

み）注文してもいいですか？ 

はい、問題ありません。 

１回にまとめて 14,000 円分（幼稚園は

5,000 円分）注文いただいて構いませ

ん。 

具体的にどういったものを注文

していいのでしょうか？ 

多いのは、バドミントンセットやドッヂ

ボール、縄跳び等の遊具です。他にもポ

ストイット、クリアファイル、絆創膏、

ウエットティッシュ、ヒヤロン等もよく

希望にあがります。 

校庭遊び場で使用する物品でしたら基本

的には注文可能です。 
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別紙 1 

 

 

校庭遊び場事業災害補償保険のあらまし 

 

１ 被保険者 

 ａ 賠償責任補償 江東区ならびに指導員 

 ｂ 傷害補償 校庭遊び場事業の参加者全員・指導員全員 

 

２ 保険期間 

 令和６年 4 月１日から令和７年 4 月１日まで 

 

３ 保険内容 

⑴ 適用範囲 

 ａ 賠償責任補償…実施施設内において指導員の管理の不備、指導誘導のミスあるいは管理施設の欠陥により、参加児

童やその他の第三者の身体・財物に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合。 

ｂ 傷害補償  …被保険者が実施施設内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをしたり死亡した場合。 

⑵ 保険金額と内容 

ａ 賠償責任補償 

施設の欠陥や指導員の管理、監督の不備あるいは指導誘導のミスなどによって参加児童やその他の第三者の身体・

財物に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合には、下記の金額を限度として以下のような費用

が支払われます。 

 

 

 

支払われる費用 

・被害者に対する治療費・入院費・通院費・慰謝料・喪失利益・物の修理代などの損害賠償金 

・裁判になったときの争訟費用 

・事故発生後、その損害を防止軽減するための応急手当・護送などの費用 

ｂ 傷害補償 

被保険者が学校開放施設内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをしたり死亡した場合。 

死 亡 保 険 金 300 万円 

後 遺 障 害 保 険 金 障害の程度に応じて 100％～3％ 

入 院 保 険 金 １日 ３,000 円 

通 院 保 険 金 １日 2,000 円 

・死亡保険金  … 事故の日から 180 日以内にそのケガがもとで死亡したとき 

・後遺障害保険金… 事故の日から 180 日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じたとき 

・入院保険金  … 生活機能または業務能力の滅失をきたしかつ入院して医師の治療をうけたとき、事故の日から

180 日を限度として支払われます。 

・手術保険金  … 入院保険金が支払われる場合、そのケガの治療のため手術をうけたときは、入院保険金日額に

手術の種類に応じて定めた倍率（10、20、40 倍）を乗じた額が支払われます。 

・通院保険金  … 生活機能または業務能力の減少をきたしかつ医師の治療をうけたときは、事故日から 180 日

以内の通院日数に対し 90 日を限度として支払われます。 

(※熱中症・細菌性食中毒も補償の対象になります。) 

(ご注意)ウイルス性の食中毒は対象となりません。 

⑶ この保険で支払われないおもな場合 

①地震・噴火・これらによる津波 

②戦争・変乱・暴動・労働争議・政治的社会的騒じょう 

③保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意 

④被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為  

⑤被保険者の脳疾患・疾病または心神喪失 

⑥頚部症候群(いわゆる「ムチウチ症」)または腰痛で医学的他覚症状のないもの 

対 人 賠 償 1 名 1 億円   1 事故 3 億円  

（免責金額なし） 対 物 賠 償 1 事故  300 万円 
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（別紙１）



応急処置等のための参考資料

（別紙２）
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（別紙２）
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【掲載資料】
　平成２８年度第３回放課後支援課職員研修会『子どもの怪我と病気の初期対応』資料抜粋
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別紙３

※　　　　　　　年　　　　月時点

役名 氏名 連絡先

運営委員会委員長

運営委員会副委員長

校長

校医

深川警察署 03-3641-0110（代表）

城東警察署 03-3699-0110（代表）

東京湾岸警察署 03-3570-0110（代表）

深川消防署 03-3642-0119（代表）

城東消防署 03-3637-0119（代表）

江東区保健所 03-3647-5855（代表）

深川保健相談所 03-3641-1181（代表）

城東保健相談所 03-3637-6521（代表）

深川南部保健相談所 03-5632-2291（代表）

城東南部保健相談所 03-5606-5001（代表）

土曜・休日急病診療所
（医師会館　２階）

03-3645-3109（代表）

土曜・休日急病診療所
（江東区総合区民センター内）

03-3637-4531（代表）

江東区役所 地域教育課地域学習支援係 03-3647-9676（直通）

江東区役所（休日） 03-3647-9111（代表）

校庭遊び場事業 緊急連絡先一覧　

大きなケガが発生したとき等、緊急を要するときに連絡してください。
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（別紙３）
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令和６年度 

江東区校庭遊び場事業 

実施にあたって 
 

令和６年３月発行 

 

江東区教育委員会事務局 

地域教育課 地域学習支援係 
 

〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 

Tel 03（3647）9676（直通） 

Fax 03（3647）9274 

Mail 583210＠city.koto. lg.jp 

 

校庭遊び場ホームページ↓ 

https://www.city.koto. lg.jp/583210/kodomo/hokago/6305.html 

https://www.city.koto.lg.jp/583210/kodomo/hokago/6305.html

